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ふるさと納税制度のイメージ

年　　　　収   ７００万円
所得税の税率　　１０％
住民税の所得割　293,500 円

夫婦 + 子ども２人
高島さん一家

高島市へ 40,000 円を寄付した高島さん一家の場合

お住まいの自治体

ふるさとの自治体

5,000 円住民税所得割　258,500 円 住民税所得割
35,000 円

寄付金額のうち 5,000 円を超える
部分が所得税と住民税（所得割）
から控除されます。

所得税から
の所得控除
３,５００円 ５,０００円住民税の税額控除　３１,５００円

①基本控除額　3,500 円　+　②特例控除額　28,000 円

寄付額　40,000 円
控　除　の　対　象 控除の対象外

あなたのお志を生かした使いみち
「寄付はしたけど、どう使われるかわからない」という

ことのないよう、11 の寄付メニューをご用意していま
す。皆さんの寄付意志を尊重し、選択いただいたメニュー
に従い、事業を実施するために使わせていただきます。

社会福祉および高齢者
福祉の向上に関する事
業

子育て支援、幼児教育、
青少年健全育成等の次
世代育成支援に関する
事業

スポーツ振興および健
康増進に関する事業

環境の保全および景観
の維持、再生に関する
事業

森林資源の維持、保全
および整備に関する事
業

自然エネルギーおよび
省エネルギー設備の整
備に関する事業

お問い合わせは・・・・
高島市役所　総務部財政課　
　☎　０７４０（２５）８１１１
　e-mail  zaisei@city.takashima.shiga.jp
　ホームページ　http://www.city.takashima.shiga.jp/

高島市では、豊かな自然環境や地域資源を活用
し、循環させ、地域の人々が努力し、協

力し合って作っていく地域社会を「環の郷」と呼び、
その実現に向けて取り組んでいます。

「環」は環境の「環」であり、循環の「環」です。高
島市は、都市型の豊かさではなく、自然との関係を取
り戻し、エネルギー・食料・ケア（高齢者や子どもた
ちに対する）など、様々な面において自立を図り、安
心感を実感できる社会を目指しています。
　しかし、高島市でも少子高齢化が年々進み、働く世
代の減少等により財政状況は非常に厳しく、「事業仕
分け」や「施設仕分け」、「市役所通信簿」を通じ、市
内外の方々から施策、事業について評価をいただきな
がら徹底した行財政改革に取り組んでいるものの、行
政運営に苦慮しています。
　このたび「ふるさと納税」制度が盛り込まれた「地
方税法等の一部を改正する法律」が平成 20 年４月 30
日に公布され、居住地の地方公共団体以外の地方公共
団体に対して寄付を行った場合、5,000 円を超える部
分は、住民税などから個人住民税の１割を上限に全額
税額控除される仕組みができました。
　もちろん、お住まいの地方公共団体にとっても貴重
な税金ですが、ぜひ本市の取り組みにご理解を賜り志

（こころざし）を同じくしていただける「高島志民」
となっていただき、この制度をご活用いただき、当市
を応援くださいますようお願いいたします。

高島市にご両親やご親戚、お友達など大切な人がいらっしゃるあなた、
高島市の自然や文化をこよなく愛するあなた、
どうか「ふるさと納税」で、高島市を応援してください！

循環型社会の構築に関
する事業

住民自治の醸成および
コミュニティの推進に
関する事業

観光資源の維持および
整備に関する事業

有形・無形・民族文化
財、記念物等の保全お
よび活用に関する事業

その他目的達成のため
に市長が必要と認める
事業

　　① OBC 高島後援会の
支援

　　②その他
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もちろん特典も！
寄付いただいた皆様には「高島志民」として登録させ
ていただくとともに、次の特典を準備させていただい
ています。
◦高島市の情報提供

･･･ 定期的に高島市の情報をお届けします。（「ふる
さと元気通信」等）

◦「高島志民証」のお届け
◦絵はがき「環の郷たかしまの風景」のお届け
◦「ふるさとギフト」のお届け


